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答        申 

 

 

第 1 審議会の結論 

名古屋市長（以下「実施機関」という。）が、本件異議申立ての対象とな

る保有個人情報が存在しないことを理由として行った非開示決定は、これを

取り消し、平成21年○月○日に○○病院（以下「本件病院」という。）で発

生した、異議申立人の母に係る医療事故（以下「本件事故」という。）に関

して、平成22年 5月11日に本件病院が名古屋市南区南保健所（以下「南保健

所」という。）に提出した事故報告書（様式15）（以下「病院作成報告書」

という。）及び平成23年 7月27日に南保健所が名古屋市健康福祉局健康部保

健医療課（以下「保健医療課」という。）に提出した事故報告書（様式15）

（追加報告事項）（以下「追加報告書」という。）を異議申立人の開示請求

に係る保有個人情報として特定し、改めて、開示の決定をすべきである。 

 

第 2 異議申立てに至る経過 

  1 平成23年 7月28日、異議申立人は、名古屋市個人情報保護条例（平成17年

名古屋市条例第26号。以下「条例」という。）に基づき、実施機関に対し、

本件病院が再発防止策として報告したことがわかるもの（23南保企280）（以

下「本件請求文書」という。）に関する個人情報の開示請求（以下「本件開

示請求」という。）を行った。 

 

2 同年 8月11日、実施機関は、本件開示請求に対して、本件請求文書が存在

しないことを理由として、非開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、

その旨を異議申立人に通知した。 

 

3 同月15日、異議申立人は、本件処分を不服として、実施機関に対して異議

申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。 

 

第 3 異議申立人の主張 

  1 異議申立ての趣旨 

  本件処分を取り消す、との決定を求めるものである。 

  

 2 異議申立ての理由 

異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての理由は、おおむね次

のとおりである。 
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(1) 再発防止策が無ければ、南保健所は再発防止策の対応をしていないこと

になる。 

 

(2) 南保健所は本件事故後 1年半にわたり、事故報告書の提出を本件病院に

催促している以上、本件事故の経過と再発防止策について、口頭の説明だ

けで報告を受けることは、 1年半も監視をしていないことになり、あり得

ない。 

 

第 4 実施機関の弁明 

   実施機関の弁明は、おおむね次のとおりである。 

1  異議申立人は、平成23年 5月31日付け個人情報開示請求（以下「別件開示

請求」という。）に対して、本件事故に関して南保健所が保健医療課に報告

するために同月13日に作成した事故報告書（様式15）（以下「保健所作成報

告書」という。）のうち、別紙 2の一部開示決定を受けた。 

   さらに、異議申立人は、当該報告書の本文及び別紙 3並びに病院作成報告

書の一部開示決定を受けている。 

 

2 上記のような一連の開示請求の経緯及び本件異議申立ての理由における「 

南保健所は事故後 1年半にわたり、報告書を病院に催促している」との記載

から、本件開示請求は、既に一部開示決定を受けた病院作成報告書及び保健

所作成報告書以外の文書を請求する趣旨であると解される。 

 

3 しかし、南保健所は本件病院から同年○月○日に本件事故について口頭で

説明を受けているものの、事故報告書の提出は受けておらず、また、保健所

作成報告書以外は作成していないことから、本件請求文書は不存在である。 

 

4 異議申立人は、再発防止策がなければ、南保健所が再発防止策の対応をし

ていないことになると主張しているが、保健所作成報告書の別紙 3に記載さ

れているとおり、本件病院は、同日に再発防止策を南保健所に説明しており、

南保健所は立入検査を実施していることから、再発防止策への対応をしてい

る。 

また、異議申立人は、説明だけで報告を受けることはありえないと主張し

ているが、本件病院が南保健所に事故報告書を提出する義務は法令等に規定

されておらず、その提出は任意である。本件事故の場合、本件病院が中間報

告として南保健所に提出した病院作成報告書以外の事故報告書は提出されて

いない。 



3 

したがって、異議申立人の主張は事実と異なっており、本件処分を取り消

す理由にはならない。 

 

第 5 審議会の判断 

  1 争点 

   本件請求文書が存在するか否かが争点となっている。 

 

  2 本件事故について 

当審議会の調査によると、本件事故について、次の事実が認められる。 

(1) 平成21年○月○日、本件病院において本件事故が発生した。 

 

(2) 同年○月○日、南保健所は、本件病院に定例立入検査（以下「平成21年

度定例立入検査」という。）を行った。 

その際、南保健所は、本件病院に対し事前に医療安全管理チェックリス

ト（以下「チェックリスト」という。）及び病院立入検査参考資料（以下

「参考資料」という。）を送付し、本件病院は、チェックリストの各調査

項目について自己点検を行うとともに、参考資料の調査項目についても記

載し、南保健所へ提出した。 

南保健所は、本件病院の自己点検結果をもとにチェックリストの各調査

項目について確認を行うとともに、参考資料をもとに、本件病院への聞き

取り調査、現場確認等を実施した。その際、南保健所職員は、本件病院か

らの聞き取り内容の記録（以下「本件記録①」という。）を作成した。 

また、南保健所は、本件病院から本件事故に関するメモ（以下「病院作

成メモ」という。）を収受した。 

 

(3) 平成22年○月○日、南保健所は、平成21年度定例立入検査の結果、不適

合には至らないが改善を検討させたい事項（以下「検討要望事項」という。）

があったとして、病院立入検査結果通知書（様式 7-2）（以下「結果通知

書」という。）にて本件病院の管理者宛てに通知を行った。 

  また、南保健所は、当該通知を行った後、検討要望事項等を記載した医

療監視実施結果表を作成した。 

 

  (4) 同年 5月11日、南保健所は、本件病院から病院作成報告書を収受し、病

院作成メモは廃棄した。 

 

  (5) 同年○月○日、南保健所は、本件病院に定例立入検査（以下「平成22年
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度定例立入検査」という。）を行った。 

    その際、南保健所は、本件病院に対して、平成21年度定例立入検査と同

様に、本件病院から事前に提出されたチェックリスト及び参考資料の各調

査項目について、調査及び確認を行うとともに、院内感染対策の重点確認

表（以下「重点確認表」という。）の各調査項目についても確認を行った。 

    また、南保健所職員は、本件病院への指摘事項や本件病院からの聞き取

り内容等の記録（以下「本件記録②」という。）を作成した。 

 

  (6) 同年12月21日、異議申立人は、南保健所に対して、本件病院が南保健所

に提出した異議申立人の母に関する事故報告書（様式15）の個人情報開示

請求を行った。 

 

  (7) 同月28日、南保健所は、上記(6) の個人情報開示請求に対して、病院作

成報告書を特定し、開示決定を行った。 

 

  (8) 平成23年○月○日、本件病院の職員が、本件事故に関する説明のため、

南保健所を来訪した。 

    その際、南保健所職員は、本件事故当時の本件病院の状況や今後の対策

等に関する本件病院からの聞き取り内容の記録（以下「本件記録③」とい

う。）を作成した。 

 

  (9) 同年○月○日、南保健所は、本件病院に随時立入検査を行った。 

 

  (10)同月○日、南保健所は、平成22年度定例立入検査の結果、検討要望事項

があったとして、結果通知書にて、本件病院の管理者宛てに通知を行った。 

    また、南保健所は、当該通知を行った後、検討要望事項等を記載した医

療監視実施結果表を作成した。 

 

  (11)同年○月○日、南保健所は、本件病院に随時立入検査を行った。 

    その際、南保健所職員は、本件病院からの聞き取り内容の記録（以下「 

本件記録④」という。）を作成した。 

 

  (12)同年 5月13日、南保健所は、保健医療課に保健所作成報告書を提出した。 

 

  (13)同月31日、異議申立人は、別件開示請求を行った。 
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  (14)同年 6月14日、南保健所は、別件開示請求に対して、保健所作成報告書

のうち別紙 2を特定し、一部開示決定を行った。 

 

  (15)同月23日、南保健所は、保健所作成報告書に記載した日付等に誤りがあ

ったことから、当該誤記部分を訂正した事故報告書（様式15）（以下「訂

正報告書」という。）を保健医療課に提出するとともに、同月24日、異議

申立人に対して、訂正報告書を送付した。 

 

  (16)同年 7月27日、南保健所は、同年 4月28日に行った随時立入検査の際に

本件病院に確認した事項を記載した追加報告書を保健医療課に提出した。 

 

  (17)同年 7月28日、異議申立人は、本件開示請求を行った。 

 

  (18)同年 8月17日、異議申立人は、保健医療課に対して、本件事故に関して

南保健所から保健医療課に提出された事故報告書の全ての個人情報開示請

求を行った。 

 

(19)同月31日、保健医療課は、上記(18)の個人情報開示請求に対して、訂正

報告書及び追加報告書を特定し、一部開示決定を行った。 

 

3 本件事故に関して本件病院が報告した再発防止策（以下「本件再発防止策」

という。）が記載されている事故報告書の有無について 

 (1) 名古屋市医療法第25条に基づく立入検査実施要領で定める事故報告書（

様式15）には、医療機関の名称及び所在地、事故の区分、事故の概要並び

に保健所の対応・指導等を記載する欄の他に、医療機関による事後の対応、

原因究明・防止等の取組みを記載する欄がある。 

 

 (2) 当該様式を用いて作成された病院作成報告書、保健所作成報告書、訂正

報告書及び追加報告書の内容を確認したところ、いずれにも本件再発防止

策と認められる情報が記載されている。 

 

  (3) しかし、実施機関は、異議申立人は本件開示請求を行った時点で既に病

院作成報告書及び保健所作成報告書の一部開示を受けており、当該文書は

本件請求文書から除外されると主張していることから、この点について検

討する。 

  ア 本件開示請求における文書の特定は、本件開示請求に係る保有個人情



6 

報を特定するために記載された内容に基づいて行うべきものであり、他

の個人情報開示請求において異議申立人が既に取得している文書である

としても、本件請求文書から当然には除外されない。 

 

  イ 当審議会の調査によると、本件開示請求の際に請求書に添付されてい

た文書は、保健所作成報告書の別紙 2であると認められる。 

また、訂正報告書は保健所作成報告書の別紙 2について誤記の訂正を

行った文書であり、当該訂正部分を除いた部分については、保健所作成

報告書と同一の内容であると認められる。 

なお、上記 2(15)のとおり、南保健所は、誤記の訂正を行った時点で

当該報告書を異議申立人に送付している。 

 

ウ したがって、本件開示請求は、保健所作成報告書及び訂正報告書の内

容を基に行われていると認められることから、これらの報告書を本件請

求文書から除く趣旨であると認められる。 

 

(4) 上記のことから、本件再発防止策が記載されている事故報告書のうち、

保健所作成報告書及び訂正報告書を除く病院作成報告書及び追加報告書が

本件請求文書に該当することから、これらを特定することが妥当である。 

 

(5) 次に、病院作成報告書及び追加報告書が条例第20条第 1項各号に該当す

るか否かを判断する。 

 ア 病院作成報告書について 

   a 病院作成報告書には、医療機関の名称及び所在地、事故の区分、事

故の概要、医療機関による事後の対応並びに原因究明・防止等の取組

みが記載されている。 

  

   b 上記 2(7) のとおり、南保健所は、異議申立人が行った個人情報開

示請求に対して、病院作成報告書を特定し開示決定を行っている。 

 

c したがって、病院作成報告書の内容は、異議申立人が了知している

ものであることから、非開示とすべき情報が含まれているとは認めら

れない。 

 

   イ 追加報告書について 

     a 追加報告書には、医療機関の名称及び所在地、事故の区分、事故の
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概要、医療機関による事後の対応並びに原因究明・防止等の取組みが

記載されている。 

 

   b 上記 2(19)のとおり、保健医療課は、異議申立人が行った個人情報

開示請求に対して、訂正報告書及び追加報告書を特定し一部開示決定

を行っており、追加報告書には非開示とした部分は含まれていないと

認められる。 

 

c したがって、追加報告書の内容は、異議申立人が了知しているもの

であることから、非開示とすべき情報が含まれているとは認められな

い。 

 

 (6) したがって、病院作成報告書及び追加報告書は、条例第20条第 1項各号

のいずれにも該当しないと認められる。 

 

4 事故報告書以外の本件再発防止策を記載した行政文書の有無について 

(1) 上記 2で述べたとおり、平成21年度定例立入検査、平成22年度定例立入

検査、随時立入検査及び本件病院の職員による南保健所への来訪（以下こ

れらを「本件立入検査等」という。）の際に南保健所が作成又は取得した

文書として、チェックリスト、参考資料、結果通知書、医療監視実施結果

表、重点確認表及び本件記録①から本件記録④まで（以下これらを「本件

記録」という。）が存在することから、以下、これらが本件請求文書に該

当するか否かについて検討する。 

ア チェックリスト、参考資料、結果通知書、医療監視実施結果表、重点

確認表について 

(ｱ) チェックリスト及び重点確認表について内容を確認したところ、各

調査項目に関する調査結果が記載されているのみで、本件再発防止策

の記載は確認できなかった。 

 

(ｲ) 次に、参考資料について内容を確認したところ、病院の人的、物的

設備や編成に係る情報が記載されているのみで、本件再発防止策の記

載は確認できなかった。 

 

    (ｳ) また、結果通知書及び医療監視実施結果表について内容を確認した

ところ、本件病院の設備や防災訓練の実施について、検討要望事項等

が記載されているが、本件再発防止策の記載は確認できなかった。 
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    (ｴ) したがって、チェックリスト、参考資料、結果通知書、医療監視実

施結果表及び重点確認表は、本件請求文書に該当しないと認められる。 

 

イ 本件記録について 

    (ｱ) 本件記録は本件立入検査等の際に、南保健所職員が、本件病院から

の聞き取り内容等を記録したものであり、その内容を確認したところ、

本件記録のうち本件記録③について本件再発防止策の記載が確認でき

たことから、本件記録③が本件請求文書に該当するか否かを検討する。 

      a 条例第18条第 1項では、実施機関が保有する自己を本人とする保

有個人情報の開示を請求することができると規定されており、保有

個人情報とは、条例第 2条第 2号ただし書で、名古屋市情報公開条

例（平成12年名古屋市条例第65号）第 2条第 2号に規定する行政文

書に記録されているものに限ると規定されている。 

 

      b 行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文

書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に

用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。 

 

    (ｲ) まず、本件記録③が、実施機関の職員によって職務上作成し、又は

取得された文書か否かについて判断する。 

      本件記録③は、本件病院の職員が南保健所を来訪した際に、南保健

所職員が、本件病院からの聞き取り内容等を記録したものであること

から、実施機関の職員が職務上作成した文書であると認められる。 

 

    (ｳ) 次に、本件記録③が、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

実施機関が管理しているものか否かについて判断する。 

a 審議会の調査によると、本件記録③は、職員が個人で所有してい

るノートに記録されており、南保健所において、供覧等の事務処理

がなされているとは認められない。 

 

b また、本件記録③の保管状況を確認したところ、個人の備忘録用

のノートとして保管されており、当該職員が個人的に管理していた

とのことである。 

 

c したがって、本件記録③は、実施機関の職員が組織的に用いるも
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のとして、実施機関が管理しているものではないと認められる。 

 

(ｴ) 以上のことから、本件記録③は、行政文書には該当せず、職員のメ

モであると認められることから、本件請求文書に該当しないと認めら

れる。 

 

  5 上記のことから、「第 1 審議会の結論」のように判断する。 

 

  6 審議会の要望 

南保健所は、平成21年度定例立入検査の際に本件病院から本件事故に関す

る報告を受けてから、保健所作成報告書を作成するまでの間、本件病院に対

して再発防止に関する指導等を行ってきたとしている。しかし、この間の本

件事故に関する南保健所の対応等の記録については、職員の個人的なメモし

か残されておらず、これに関する行政文書は一切作成されていない。 

南保健所は、本件病院に対する聞き取り調査や立入調査等を行っているの

であるから、これらの各時点で、経緯、対応等を記録し、それを組織として

共用すべきものであるが、記録として職員の個人的なメモしか存在しないこ

とは、情報の取扱いとして、妥当であるとは言い難い。 

特に、本件の場合、医療監視という医療の質の確保に関わる業務の性質上、

医療機関に対しどのような指導等を行ったかは、市民の生命、身体の安全に

も関わる重要な情報である。 

したがって、医療事故に関する聞き取り調査、現場確認、立入調査、指導

等の対応を行った場合には、その都度、行政文書として記録を作成するなど

事務取扱いを改善するよう、当審議会として強く要望する。 

 

第 6 審議会の処理経過 

年 月 日 処   理   経   過 

平成23年 8月23日 諮問書の受理 

        8月26日 実施機関に弁明意見書を提出するよう通知 

9月29日 実施機関に弁明意見書を提出するよう再通知 

平成24年 7月18日 実施機関の弁明意見書を受理 

 7月23日 異議申立人に弁明意見書の写しを送付 

併せて、弁明意見書に対する反論があるときは反論

意見書を、口頭での意見陳述を希望する場合は意見陳

述申出書を提出するよう通知 
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平成25年12月13日 

（第 185回審議会） 

調査審議 

実施機関の意見を聴取 

 平成27年 1月23日 

（第 198回審議会） 

調査審議 

3月18日 

（第 200回審議会） 

調査審議 

3月31日  答申 

 


